
議案第67号 

朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

  令和元年11月28日提出 

朝来市長 多 次 勝 昭  

提案理由要旨 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和元年法律第37号）により児童福祉法（昭和22年法律第164号）の一部

が改正され、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項が削除されたことに伴い、所

要の条例整備をしようとするものです。 



朝来市条例第 号 

   朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

   部を改正する条例 

 朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年朝来

市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

第23条第２項第２号中「第34条の20第１項第４号」を「第34条の20第１項第３号」

に改める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第67号資料 

朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表 

現     行 改  正  案 

（職員） 

第23条（略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項

第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了し

た保育士（国家戦略特別区域法（平成2

5年法律第107号。以下「特区法」とい

う。）第12条の４第５項に規定する事

業実施区域内にある家庭的保育事業を

行う場所にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域

限定保育士）又は保育士と同等以上の

知識及び経験を有すると市長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(1) 保育を行っている乳幼児の保育

に専念できる者 

(2) 法第18条の５各号及び法第34条

の20第１項第４号のいずれにも該当

しない者 

３（略） 

（職員） 

第23条（略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項

第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了し

た保育士（国家戦略特別区域法（平成2

5年法律第107号。以下「特区法」とい

う。）第12条の４第５項に規定する事

業実施区域内にある家庭的保育事業を

行う場所にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域

限定保育士）又は保育士と同等以上の

知識及び経験を有すると市長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(1) 保育を行っている乳幼児の保育

に専念できる者 

(2) 法第18条の５各号及び法第34条

の20第１項第３号のいずれにも該当

しない者 

３（略） 

 


